
 

 
平成３０年１２月２６日 

地 方 独 立 行 政 法 人 

広 島 市 立 病 院 機 構 

本 部 事 務 局 契 約 課 

 

指名停止措置の公表について 

 

下記のとおり指名停止措置を行ったので、公表します。 

 

対
象
事
業
者 

商号又は名称 宮野医療器株式会社 

所在地 兵庫県神戸市中央区楠町５丁目４番８号 

指名停止期間 平成３０年１２月２６日 ～ 平成３１年 ６月２５日（６か月） 

措置要件 

地方独立行政法人広島市立病院機構契約規程実施要綱第２条第１項

第６号キ及び第２項に該当 

（広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱第２条第１項別表第

２４号カに該当） 

事件概要 

対象事業者は、地方独立行政法人広島市立病院機構と平成２９年度の

診療材料の購入に係る単価契約を締結していた。 

対象事業者の広島営業所の社員は、この契約の履行期間中である平成

３０年３月１２日と同年３月２７日の両日、広島市民病院４階血管造影

室において、同病院に納入した一部の診療材料について、治療や検査で

使用されていないにもかかわらず、消費ラベル台帳にラベルを貼り、使

用されたかのように装い、当該診療材料を廃棄していた。 

対象事業者は、広島市民病院に対し、これらの未使用の診療材料に係

る３月分の支払請求を行った。 

 

 


